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児童生徒の自殺予防に向けた困難な事態，強い心理的負担を受けた場合等

における対処の仕方を身に付ける等のための教育の推進について（通知）

児童生徒の自殺予防については，これまでも自殺対策基本法（平成１８年法律第

８５号 以下 法 という 等に基づき 学校において 積極的に取り組んでいた。 「 」 。） ， ，

だいているところです。

しかしながら，近年，自殺者全体の総数は減少傾向にあるものの，自殺した児童

生徒数は高止まりしている状況にあります。また，若者が日常的に利用するＳＮＳ

を利用し，自殺願望を投稿するなどした高校生等の心の叫びに付け込んで，言葉巧

みに誘い出し殺害したという極めて卑劣な事件も発生しています。

このような事件の再発や児童生徒の自殺を未然に防ぐためには，各学校において

自殺予防教育が適切に推進されることが重要ですが，文部科学省が昨年実施した調

査によると 死ぬこと や 自殺 を明示的に取り上げる自殺予防教育プログラム，「 」 「 」

を保護者等との合意形成を図った上で実施した割合は，全体の約１．８％に留まっ

ており，十分な取組が行われているとは言い難い状況にあることから，より一層の

推進が求められるところです。
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一方，自殺する児童生徒数の減少が喫緊の課題であることに鑑みれば，児童生徒

における援助希求的態度の育成を促進するため，新たな自殺総合対策大綱（平成２

。 「 」 。） ， ，９年７月２５日閣議決定 以下 大綱 という に定められているとおり 特に

法第１７条第３項に定める「困難な事態，強い心理的負担を受けた場合等における

対処の仕方を身に付ける等のための教育 以下 ＳＯＳの出し方に関する教育 と」（ 「 」

いう ）を推進することが重要です。。

ＳＯＳの出し方に関する教育については 子供に伝えたい自殺予防 学校におけ，「 （

）」（ 。 「 」 。）る自殺予防教育導入の手引 平成２６年７月文部科学省 以下 手引 という

においても，自殺予防教育の柱の一つとして位置づけられており，これまでも，例

えば，道徳や保健体育等において，各教科等の特性に応じて実施されているところ

ですが，今後は，以下に掲げる留意事項及び各学校や地域の実情を踏まえつつ，各

教科等の授業等の一環として，ＳＯＳの出し方に関する教育を少なくとも年１回実

施するなど積極的に推進していただくようお願いします。

また，都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村

， ，教育委員会等に対して 都道府県にあっては所轄の学校法人及び私立学校に対して

附属学校を置く国立大学法人及び公立大学法人にあっては附属学校に対して，構造

改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた地方公共団体にあっては認可した学

校に対して，周知を図るとともに，適切に御対応いただくよう御指導をお願いしま

す。

， ， （ 。）加えて 各都道府県自殺対策主管部局にあっては 管内市町村 指定都市を除く

等に周知を図るとともに，教育委員会等の教育関係部局等から，ＳＯＳの出し方に

関する教育の実施に当たり，保健師，社会福祉士，民生委員等の活用について相談

があった場合については，適切に御対応いただくようお願いします。

記

１．自殺予防教育の実施体制については，手引において，子供の最も身近な存在で

ある担任教師主体でなされることが望ましいことや，養護教諭，スクールカウン

セラー等がティームティーチングという形でクラスに入ることのメリット等が記

載されているが，ＳＯＳの出し方に関する教育を実施するに当たっては，以下の

観点から，保健師，社会福祉士，民生委員等を活用することも有効であること。

すなわち，市町村，地域包括支援センター，市町村社会福祉協議会等に所属す

る保健師，社会福祉士等の専門職がＳＯＳの出し方に関する教育に参画すること

により，児童生徒に対して自らが必要に応じて相談相手になり得ることを直接伝

えることができることや，児童生徒の保護者も含めた世帯単位での支援が可能と

なること，学校と地域の専門家との間での協力・連携関係の構築につながること

が期待され，地域生活課題の解決に資するものであること。

２．ＳＯＳの出し方に関する教育は，大綱にあるとおり，命や暮らしの危機に直面

したとき，誰にどうやって助けを求めればよいか具体的かつ実践的な方法を学ぶ

教育である。このことを踏まえ，当該教育を実施する際は，児童生徒からの悩み

や相談 ＳＯＳ を広く受け止めることができるよう ２４時間子供ＳＯＳダイ（ ） ，「

」 「 」 。ヤル や チャイルドライン などの相談窓口の周知を行うことが望ましいこと



３．ＳＯＳの出し方に関する教育の実施に当たっては，児童生徒の発達段階に応じ

， ， ，た内容とすることが重要であることを踏まえ 例えば 手引を参照するとともに

健康問題について総合的に解説した啓発教材を必要に応じて活用するなど，各学

校の実情に合わせて教材や授業方法を工夫することが考えられること。

４．児童生徒の自殺を予防するためには，心の危機に陥った友人への関わり方を学

。 ， ，ぶことが重要である このため ＳＯＳの出し方に関する教育を実施する場合は

ＳＯＳの出し方のみならず，心の危機に陥った友人の感情を受け止めて、考えや

行動を理解しようとする姿勢などの傾聴の仕方（ＳＯＳの受け止め方）について

も児童生徒に対し教えることが望ましいこと。また，実施に当たっては，電話相

談事業を行っている民間団体等に協力を依頼することが考えられること。

５．ＳＯＳの出し方に関する教育は 「地域自殺対策強化事業実施要綱 （平成２８， 」

） （ ）年４月１日付け社援発０４０１第２３号厚生労働省社会・援護局長通知 ３ ４

に規定する「普及啓発事業」又は３（７）に規定する「若年層対策事業」に該当

するとともに，３（１３）において「当該地域において特に対策が必要と考えら

れる世代及びリスク要因に対象を限定した事業」と規定している「地域特性重点

」（ ） ， ，特化事業 補助率10/10 にも該当し得るものであるので 都道府県においては

地域の実情に応じて積極的に本事業を活用するよう，この旨を管内市町村へ周知

されたいこと。

【参考】

○「２４時間子供ＳＯＳダイヤル （０１２０－０－７８３１０）」

○「チャイルドライン （０１２０－９９－７７７７）」

○「子供に伝えたい自殺予防（学校における自殺予防教育導入の手引 」）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/063_5/gaiyou/1351873.htm
○健康問題について総合的に解説した啓発教材（ わたしの健康（小学校５年生「

用 かけがえのない自分 かけがえのない健康 中学生用 健康な生活）」，「 ， （ ）」，「

を送るために（高校生用 ））」

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1353636.htm

（本件担当）

文部科学省初等中等教育局児童生徒課

生徒指導室生徒指導企画係

電話番号 03-5253-4111（内3298）

厚生労働省社会・援護局総務課

自殺対策推進室企画調整係

電話番号 03-5253-1111（内2837）


